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「主要行等向けの総合的な監督指針」、「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」、「保険会社向けの総合的な監督指針」の一部改正に対する主なコメント

及びそれに対する金融庁の考え方 

                                                                           

３．銀行代理業者の監督について 

コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

（全般） 

兼業代理店については、特に抱き合わせ販売、情実融資及び顧客

情報の流用などが強く懸念されることから、監督指針改正案でも、

導入の経緯とその趣旨を踏まえた適時適切な監督が示されていると

ころである。この許可・承認・監督等については、各財務（支）局

がこれらの任に当たることになるが、利用者保護の観点から厳正な

審査・監督などを是非ともお願いしたい。 

 

ご指摘の趣旨を踏まえ、適切な審査・監督を行って参りま

す。 

全国信用金庫協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１） 

（許可の要否の判断基準について） 

住宅販売業者等に対し、「媒介」に該当しない行為を委託していた

にもかかわらず、当該業者が無断で「媒介」に該当する行為を行っ

た場合、委託側である銀行の責任を問われることはないか。 

 

銀行法第 12 条の２により、銀行は委託業務の的確な遂行を

確保するための措置を講ずることが義務付けられているとこ

ろであり、ご指摘の様な問題が生じることのないような措置

を講じる必要があります。 

第二地方銀行協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１） 

 

（許可の要否の判断基準について） 

住宅販売業者等による住宅ローンの紹介行為について、当局にお

ける現状認識を確認したい。 

 

ご指摘のような住宅販売業者等による銀行等への住宅ロー

ンの紹介行為が行われていることは認識しております。なお、

当該行為が、銀行代理業に該当するか否かについて、一概に

お答えすることは致しかねますが、一般論として言えば、許

可の要否は、預金又は定期積金等の受入れ、資金の貸付け又

は手形の割引、若しくは為替取引を内容とする契約の成立に

向けた一連の行為における当該行為の位置付けを踏まえた上

で総合的に判断することとなります。 

第二地方銀行協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１） 

（許可の要否の判断基準について） 

「許可の要否については、契約の成立に向けた一連の行為におけ

る当該行為の位置付けを踏まえた上で総合的に判断する」こととな

っているが、契約申込書の記載内容を確認する行為は、契約締結に

尽力する行為としてはその位置付けが極めて低いものと考えられる

ことから、当該行為は「媒介」には該当しないのではないか。 

 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

第二地方銀行協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１） 

（許可の要否の判断基準について） 

例えば、現状、住宅販売業者等が顧客のためのサービスの一環と

して行っている以下のような行為は、「媒介」に該当するのか。 

① 契約申込書の記載漏れや必要書類の漏れがないかどうかのチ

ェック 

② 住宅ローンの金利や貸出限度額など、商品案内チラシやパン

フレットに記載されている事項を説明する行為 

③ 複数の金融機関の商品内容の相違点を説明する行為 

④ 顧客から商品内容について質問されたときに回答する行為 

⑤ 住宅販売業者等に対して住宅ローンに関する商品説明会を行

い、当該業者から顧客の紹介を受ける行為 

⑥ 住宅販売業者が、顧客の確定申告書の写し等、住宅ローンの

申込みに必要な書類を取次ぐ行為 

⑦ 顧客の依頼に基づいて、商品説明や契約申込書の記載方法の

説明を行う行為 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

第二地方銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

(１)及び(２) 

銀行法第２条第 14 項について、例えば、住宅販売会社等において

顧客のために行う住宅ローンの契約申込書等の交付書類の記載方法

等の説明や記載内容のチェックなどは、当該ローンがいわゆる提携

ローンであるか否かにかかわらず許可を要しないとの理解でよい

か。 

 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

（２） 

「銀行のために」行う行為のうち、当該借入人の他の債権者との

交渉を行う行為については、「資金の貸付けを内容とする契約の締結

の代理又は媒介」に該当するためには、あくまで銀行と借入人との

契約の締結の代理又は媒介に該当する行為を行うことが必要である

ため、借入人の他の債権者との交渉を行う行為はこれには該当せず、

「銀行代理業」に該当しないと考えるが、かかる理解でよいか。 

そのようなご理解で結構です。 

アンダーソン・毛

利・友常法律事務

所 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

(１) 

個人が銀行代理業者になる場合において、指針Ⅷ－３－２－１－

１(1)列挙の行為を当該個人の監督下で従業者や家族等に行わせる

ことは可能という理解でよいか。 

 

個人の銀行代理業者が、従業員や家族に当該銀行代理業を

行わせる場合であっても、銀行代理業に関する能力を有する

者の確保等は必要です。 信託協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

（１） 

「（１）許可の要否の判断基準等」において、①預金等の受入れ等

を内容とする契約の締結の勧誘、及び②預金等の受入れ等を内容と

する契約の勧誘を目的とした商品説明、を業務として行う者は原則

として銀行代理業の許可を受ける必要がある、と記載されているが、

例えば、Web ページ上でホームベージに銀行のバナー広告を貼り付

け、クリックすると銀行のホームページにリンクさせる行為は、形

式的には勧誘又は商品説明に該当しうるが、当該行為を業として行

うにも銀行代理業の許可が必要になってしまうのでしょうか。 

 一方では、「（２）許可が不要である場合」の②において、銀行か

ら委託を受けて営業所内に ATM のみを設置する行為については、当

該 ATM が「無人の設備」に該当する場合には銀行代理業の許可は不

要である、と記載されています。この解釈をインターネット上の状

況に当てはめるならば、単にバナー広告を貼り付けてクリックする

と銀行のホームページに移るような画面をWEB上に掲載することは、

営業所内に ATM を設置する行為と同視でき、銀行代理業の許可を不

要としてもよいのではないでしょうか。 

 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

 

松井証券 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１）及び（２） 

許可申請にあたっての留意点についての（２）銀行代理業の許可

が不要であるケースの記載がありますが、改正案があいまいであり、

具体的に下記事項が代理業に該当するか否か明記願いたい。 

 

単なるチラシ・パンフレットの送付は許可不要とありますが、下

記事項を外部委託した場合は許可不要であると考えて良いのか？

（「記載方法の説明が媒介にあたることがあり得る」こととは具体的

にどのようなケースを想定しているのか？） 

 

※委託事項 

事業性向け融資商品のパンフレット・仮申込書を電話帳等を活

用し、顧客宛送付し、その後銀行の名でフォローコールを実施す

るケース 

  ①パンフレットに記載されている融資商品の一般的な説明 

  ②融資申込書の記載方法の一般的な説明 

  ③銀行作成のマニュアルに従った融資仮申込送付の意思確認 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

個人 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

  ④銀行作成のマニュアルに従った融資仮申込送付の勧誘 

下記前提条件も踏まえ、上記範囲内であれば、一般的な銀行取

扱商品の仕組み・活用法の範疇ということで許可不要であると考

えています。 

 

※前提条件 

 ・融資可否判断は行わない 

 ・融資条件（担保・保証人等）の条件交渉は行わない 

 ・融資仮申込書の受領以降の手続きは全て銀行で行い、外部委託

業者は関与しない 

・フォローコールの内容は銀行で把握し、銀行の指揮・監督が外

部委託企業に及んでいる 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

（２） 

以下の行為は、許可が不要な行為と考えてよいか。 

①個別取引の勧誘行為を行わず、単に顧客に銀行を紹介する行為 

②銀行の業務内容を顧客に対して説明する行為 

③銀行の業務内容について、新聞、雑誌、文書、DM、インターネッ

ト HP、放送、映画その他の方法を用いて紹介すること 

 

銀行代理業は、銀行法第２条に規定されているとおり「銀

行のために」行うものであります。照会内容が、顧客からの

要請を受けて、顧客の利便のために顧客の側に立って助力す

る場合には、銀行代理業の許可は不要となる場合もあると考

えられます。しかしながら、当該行為が顧客のために行われ

ているか否かについては、実態に応じた判断が必要です。 

新生銀行 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

（２） 

改正案別紙２「主要行等向けの総合的な監督指針」一部改正（案）

によると、改正案のⅧ－３－２－１－１（２）では、許可が不要で

ある場合として、 

「① 媒介に至らない行為を銀行から受託して業務として行うこ

とについては、銀行代理業の許可を得る必要はない。例えば、以

下のイ．からハ．のいずれかの行為の事務処理の一部のみを銀行

から受託して業務として行うに過ぎない者は、銀行代理業の許可

が不要である場合もあると考えられる。 

イ．商品案内チラシ・パンフレット・契約申込書等の単なる配布・

交付（このとき、単に取扱金融機関名や同金融機関の連絡先等

銀行に対して、貸付けに関連した助言を行う行為について

は、「資金の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介」

に該当しないと考えられます。 

アンダーソン・毛

利・友常法律事務

所 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

を伝えることは差し支えないが、配布又は交付する書類の記載

方法等の説明をする場合には、媒介に当たることがあり得るこ

とに留意する。） 

ロ．契約申込書の受領・回収（記載内容の確認等をする場合を除

く。） 

ハ．金融商品説明会における一般的な銀行取扱商品の仕組み・活

用法等についての説明」 

との記載がなされている。 

 

ところで、銀行から委託を受けたアドバイザーやコンサルタント

（「アドバイザー等」）が「銀行のために」行う行為であっても、借

入人との直接の交渉には関与せず、あくまで銀行のアドバイザー等

として、貸付けに関連した助言を行うに過ぎない行為（例えば、貸

付けにかかるストラクチャーの分析や関連資料の作成等）は、「資金

の貸付けを内容とする契約の締結の代理又は媒介」のいずれにも該

当しないと考えるが、かかる理解でよいか。 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－１

（２） 

また、上記理解を前提にすると、銀行のアドバイザー等が、銀行

と個別の借入人との交渉にアドバイザー等として同席し、銀行の求

めに応じて借入人に対して一定の説明行為（専門的知識を有する者

による説明を有する内容にかかる説明行為）を行うに過ぎないケー

スは、当該借入人との交渉が銀行主導でなされており、その後、ア

ドバイザー等が個別の借入人と単独で交渉等を行うことがないこと

が借入人に対して明示されているのであれば、銀行が単独で個別の

借入人との交渉を行い、当該交渉において、必要に応じてその場に

同席していないアドバイザー等に対して助言を求める行為と実質的

に同一の行為と考えることができるため、「銀行代理業」に該当しな

いと考えるが、かかる理解でよいか。 

そのようなご理解で結構です。なお、借入人に対する融資

内容等の説明は、銀行法第 12 条の２及び第 13 条の３等に基

づき、適切に行われることが必要です。 

アンダーソン・毛

利・友常法律事務

所 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（１） 

 

（中小・地域金融機関

「①定款の目的に銀行代理業に係る業務が定められているかを確

認する」、「②定款の目的に、銀行代理業に係る業務が定められてい

ない場合には、当該業務の目的への追加を決議した株主総会の議事

録が添付されているかを確認する」とあるが、例えば、株主総会の

召集通知において定款変更の意思が確認できる場合には代替可能と

して頂きたい。 

法人が銀行法第 52 条の 37 に基づく許可申請を行おうとす

る場合には、申請書の添付書類であります定款の提出を要し

ます。この場合、定款の目的に「銀行代理業」を指す旨の内

容の記載を要し、定款の目的に、銀行代理業に係る業務が定

められていない場合には、当該業務の目的への追加を決議し

た株主総会の議事録の添付を要します。なお、許可申請書の

全国銀行協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－１－２

－３（１）） 

 提出前に上記の定款又は議事録を提出できない場合には、申

請者の便宜を図るため、銀行法施行規則第 34 条の 38 に規定

する「予備審査」を受けることができます。 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（１） 

銀行代理業の許可申請書の添付書類として、「銀行代理業に係る業

務が定款（これに準ずるものを含む。）の事業目的に定めされていな

い場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総

会の議事録（これに準ずる機関において必要な手続きがあったこと

を証する書面を含む。）」（規則第 34 条の 34 第 15 号）が規定されて

いる。株主総会前に許可申請書を提出する場合には、議事録に代え

て、株主総会提出議案（定款の一部改正）を提出すればよいか。 

また、株主総会に準ずる機関とはどのようなものか。 

法人が銀行法第 52 条の 37 に基づく許可申請を行おうとす

る場合には、申請書の添付書類であります定款の提出を要し

ます。この場合、定款の目的に「銀行代理業」を指す旨の内

容の記載を要し、定款の目的に、銀行代理業に係る業務が定

められていない場合には、当該業務の目的への追加を決議し

た株主総会の議事録を要します。なお、許可申請書の提出前

に上記の定款又は議事録を提出できない場合には、申請者の

便宜を図るため、銀行法施行規則第 34 条の 38 に規定する「予

備審査」を受けることができます。 

株主総会に準ずる機関とは、株式会社以外の法人における

株主総会的な位置付けとしている機関のことです。 

日本証券業協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－１－１

（１） 

（許可の要否の判断基準について） 

許可申請書に定款を添付し、かつ、定款の目的に銀行代理業に係

る業務が定められているか、または当該業務の目的への追加を決議

した株主総会の議事録が求められる。一方で、現に、住宅販売業者

等が「媒介」に該当する行為を行っている場合、経過措置によると、

施行日から起算して３か月以内に許可申請を行うこととなるが、定

款変更を要する場合、現実的には３か月での対応は困難であり、６

か月～１年程度を要すると考えられる。 

 

申請書の添付書類であります定款の提出を要します。この

場合、定款の目的に「銀行代理業」を指す旨の内容の記載を

要します。なお、現に「媒介」に該当する行為を行っている

業者等については、現在の定款に記載されている目的の何れ

に該当するのか、確認する必要があります。 第二地方銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（４） 

「④本籍」はセンシティブ情報であることから、削除すべきでは

ないか。また、削除できない場合、その理由は何か。 

 

当該情報を含め、許可申請者から提出される情報等につい

ては、当局において適切に管理することとなります。 
日本証券業協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（８） 

外国に居住する役員は印鑑登録証明書の提出が不可能だが、この

場合、何を提出すればよいか。 

 

ご指摘を踏まえ検討した結果、印鑑登録証明書の提出を求

めないこととしました。 
日本証券業協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（11）①イ 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－１－２

－３（11）①イ） 

銀行代理業に関する能力を有する者が申請時点において研修未済

であっても、業務開始までに履修すればよいという理解でよいか。

 

銀行法第 52 条の 37 に基づく許可申請を行おうとする場合

には、予め銀行代理業に関する能力を有する者の確保が必要

です。従って、原則として、能力を有する者を確保したうえ

で許可申請書を提出していただくこととなります。 

全国銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３（11①イ） 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－１－２

－３（11）①イ） 

申請時点において配置予定先が決定していない場合には、どのよ

うに対応すればよいか。 

 

銀行法第 52 条の 37 に基づく許可申請を行おうとする場合

には、予め銀行代理業に関する能力を有する者の確保が必要

です。 

従って、許可申請書の提出時は、能力を有する者の配置予

定先を記載した書類が必要です。 

 
全国銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３(11)①イ 

Ⅷ－３－２－１－２－３（11）①イに記載のある「営む銀行代理

業に係る業務に関する知識を有する者」「銀行業及び銀行関係法令に

関する知識を有する者」と、銀行法施行規則第 34 条の 37 第３号ロ

本文に定める「その営む銀行代理業の業務に係る法令等の遵守を確

保する業務に係る責任者（当該銀行代理業の業務に関する十分な知

識を有するものに限る）」「当該責任者を指揮し法令等の遵守の確保

を統括管理する業務に係る統括責任者（当該銀行代理業の業務に関

する十分な知識を有するものに限る）」との関係は、どのように理解

ご指摘を踏まえ、明確化を図るため修正します。 

信託協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

したらよいか。 

 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３(11)①イ 

Ⅷ－３－２－１－２－３①(11)イにおける「配置予定先」は、銀

行法施行規則第 34 条の 37 第３号ロ本文における「営業所又は事務

所」「主たる営業所又は事務所の当該業務を統括する部署」を想定し

ているという理解でよいか。 

 

そのようなご理解で結構です。 

信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－１－２

－３(11)１ロ 

Ⅷ－３－２－１－２－３（11）①ロでは、「営む銀行代理業に係る

業務に携わった経験を有する者」とあるが、これは、銀行法施行規

則第 34 条の 37 第３号ロ等で、銀行代理業者が特別銀行代理行為を

行う場合に求められる、「資金の貸付業務に３年以上従事した者」等

を指すという理解でよいか。 

 

そのようなご理解で結構です。 

信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－２

（１） 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－２－２

（１）） 

規定の趣旨の明確化のため、「企業財務に従事した経験」を「企業

財務の分析等に従事した経験」に修正して頂きたい。 

 

ご指摘を踏まえ、明確化を図るため修正します。 

全国銀行協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－２－２

（１） 

 

（業務遂行能力に関する審査について） 

資金の貸付け業務に従事した者と同等以上の能力を有すると認め

られる者として、公認会計士、税理士、財務コンサルタント、投資

銀行業務担当者等として企業財務に従事した経験を有する者が例示

されているが、これらの者についても、資金の貸付け業務に従事し

た者と同様の実務経験年数が求められるのか。 

 

そのようなご理解で結構です。 

第二地方銀行協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－２

（１） 

「（１）資金の貸付け業務に従事した者と同等以上の能力を有する

と認められる者」の該当例が記載されていますが、貸金業に従事し

た者は資金の貸付け業務に従事した者又はそれと同等以上の能力を

有すると認められる者に該当するでしょうか。 

 

貸金業に従事した者のうち、資金の貸付け業務に従事した

者は、「(１)資金の貸付け業務に従事した者」と理解していた

だいて結構です。 

 

松井証券 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－３－２－２－２

（１） 

Ⅳ－３－２－２－２（１）では、同等の能力を有するものと認め

られるものとして、公認会計士、税理士、財務コンサルタント等の

経験者が記載されているが、資金の貸付け業務に必要な知識は、企

業財務のみではないため、当該経験者が配置されていることのみを

もって、業務遂行能力の審査が行われることのないようにしていた

だきたい。 

 

ここでは、同等の能力を有する者として、公認会計士、税

理士、財務コンサルタント等を例示しておりますが、具体的

には、個々の能力を見ながら判断することとなります。 

 全国信用金庫協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－２

（２）① 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－２－２

（２）①） 

金銭の分別管理の方法については、物理的に分別管理されている

ことを求められているわけではなく、勘定上分別管理されていれば

よいとの理解でよいか。 

 

金銭の分別管理の方法については、物理的にも分別管理さ

れていることが望ましいが、少なくとも勘定上分別管理され

ていることが必要と考えます。 

全国銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－２

（２）⑤ 

外為法における本人確認等についても記載が必要だと考えます。

 

ご指摘を踏まえ、明確化を図るため修正します。なお、監

督指針は、例示であり、その営む業務内容に応じて求められ

る態勢整備は異なります。 
新生銀行 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－２

（２）⑦ 

Ⅷ－４－２－５－２ 

顧客情報を適正に管理するための方法や体制として、組織・担当

者の分離は必ずしも要せず、例示との理解で良いか。 

 

そのようなご理解で結構です。 

全国銀行協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－３－２－２－２

（２）⑦） 

Ⅳ－４－２－５－２）

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－３－２－２－４

(２) 

「『主たる』兼業業務に該当するか否かは、当該業務に係る費用・

売上・収益、従事する人員の役職・人数及び当該業務に要する時間

など当該兼業業務の規模を総合的に勘案して判断するものとする。」

について、趣旨をお示しいただき、判断基準の例示をいただきたい。

 

「『主たる』兼業業務に該当するか否かは、当該業務に係る

費用・売上・収益、従事する人員の役職・人数及び当該業務

に要する時間など当該兼業業務の規模を総合的に勘案して判

断するものとする。」とした趣旨は、主たる兼業業務の判断に

当たり、多面的な検討が必要となるためです。その判断基準

の例示としては、監督指針に記載のとおりです。 

信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－４－２－１(３)

① 

Ⅷ－４－２－１（３）①における「禁止行為を防止するための措

置を講ずる責任を有する部署又は担当者」については、特段、一定

の要件を満たした者の配置が求められるものではないという理解で

よいか。 

 

そのようなご理解で結構ですが、有効に機能する態勢整備

が必要です。一定の要件を満たした者の配置に当たっては、

何か特定の資格の取得まで要求しているものではないことは

言うまでもありません。 

信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－４－２－１(３)

③ 

 

Ⅷ－４－２－１（３）③における「銀行代理業に関する法令につ

いての知識…を有する者」と、Ⅷ－３－２－１－２－３（11）①イ

における「銀行業及び銀行関係法令に関する知識を有する者」との

関係は、どのように理解したらよいか。 

 

Ⅷ－３－２－１－２－３（11）①イ及びⅧ－４－２－１－

（３）③は、「銀行代理業の業務に関する十分な知識を有する

者」に修正します。 信託協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－４－２－１(３)

③ 

Ⅷ－４－２－１（３）③における「実務経験を有する者」とは如

何なる実務経験を想定しているのか。 

 

主要行等向けの総合的な監督指針Ⅷ－４－２－１（３）③

における「実務経験を有する者」とは、銀行代理業者が営む

業務に係る実務経験を指します。なお、Ⅷ－４－２－１（３）

③「銀行代理業に関する法令についての知識」は、Ⅷ－３－

２－１－２－３（11）①イに合わせて、「その営む銀行代理業

の業務に関する十分な知識を有する者」に修正します。 

信託協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－４－２－１(３)

③、Ⅷ－３－２－１－

２－３(11)①ロ 

Ⅷ－４－２－１（３）③における「実務経験を有する者」と、Ⅷ

－３－２－１－２－３（11）①ロにおける「営む銀行代理業に係る

業務に携わった経験を有する者」との関係は、どのように理解した

らよいか。 

 

主要行等向けの総合的な監督指針Ⅷ－４－２－１（３）③

における「実務経験を有する者」と、同指針Ⅷ－３－２－１

－２－３（11）①ロにおける「その営む銀行代理業の業務に

携った経験を有する者」とは、同一と見ていただいて結構で

す。 

 

信託協会 

中小・地域金融機関向

けの総合的な監督指

針 

Ⅳ－４－２－３ 

 

（利用者保護のための情報提供・相談機能等） 

銀行代理業務で得た顧客情報を顧客の同意なく兼業業務に流用し

ないための方法や体制に関し、預金・為替を取扱う場合、オンライ

ンで得た顧客情報を兼業業務に利用しないことを確保するために

は、現実的には人を分離せざるを得ないと思われるが、例えば、ど

のような措置を想定しているのか。 

 

主要行等向けの総合的な監督指針Ⅷ－４－２－３(３)①及

び中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針Ⅳ－４－２－

３(３)①に記載しているとおり、例えば、組織・担当者の分

離、設備上・システム上の情報障壁の設置、情報の遮断に関

する社内規則の制定及び研修等社員教育の徹底等が挙げられ

ます。 

第二地方銀行協会 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－４－２－３（３）

（注） 

顧客の属性情報は非公開金融情報・非公開情報に含まれないとし

ても、個人情報であることは疑いようも無く、個人情報保護法上の

要件を満たす必要があります。顧客情報管理については「基本的に

Ⅲ－３－３－３に準じる」との記載がありますが、（注）においても、

誤解なきよう改めて明記しておくべきと考えます。 

 

個人情報の取扱いは重要であることから、留意点として記

載しているものですが、（注）書への記載がなくとも、趣旨は

明確になっているものと考えます。 
新生銀行 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－５－２－２（１）

① 

 

（中小・地域金融機関

向けの総合的な監督

指針 

Ⅳ－５－２－２（１）

①） 

「銀行代理業に係る業務の健全かつ適切な運営を確保するための

措置を講ずる責任を有する部署を設置し又は担当者を配置する」と

あるが、本規定の趣旨は、責任を有する部署又は担当者の明確化で

あり、専担部署の設置または専担者の配置までは必ずしも要しない

という理解でよいか。 

 

そのようなご理解で結構です。 

全国銀行協会 
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コメントの該当箇所 コメント 金融庁の考え方 提出先 

主要行等向けの総合

的な監督指針 

Ⅷ－５－２－３ 

原簿の閲覧については、正に業務の遂行の妨げとなる事態が想定

されることから、銀行代理業者を新聞、インターネット HP 等を通じ

て適切にディスクローズを行うことを以って、免除とされたい。 

 

営業所における原簿の備え付け及び閲覧は、法第 52 条の

60 に規定された義務であり、遵守していただく必要がありま

す。なお、営業所における原簿の閲覧を預金者等の求めに応

じ電磁的記録で代替することを妨げるものではありません。

新生銀行 

 


